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(57)【要約】
【課題】
　本発明は、ビーム照射量の抑制と高い測定成功率の維
持の両立の実現する荷電粒子線装置の提供を目的とする
。
【解決手段】
　本発明は、所定のフレーム数ｎの選択に基づいて、走
査偏向器を制御する制御装置を備えた荷電粒子線装置で
あって、前記制御装置は、前記フレーム数ｎより小さい
フレーム数ｍ（ｍ≧１）分、前記荷電粒子ビームを走査
することによって得られる画像の中で、所定の条件を満
たす画素に相当する試料上の部位、或いは当該試料上の
部位を含む領域に、前記荷電粒子ビームが選択的に走査
されるように、前記走査偏向器を制御する荷電粒子線装
置を提案する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷電粒子源から放出された荷電粒子ビームを走査する走査偏向器と、前記荷電粒子ビー
ムの走査に基づいて得られる荷電粒子を検出する検出器と、所定のフレーム数ｎの選択に
基づいて、前記走査偏向器を制御する制御装置を備えた荷電粒子線装置において、
　前記制御装置は、前記フレーム数ｎより小さいフレーム数ｍ（ｍ≧１）分、前記荷電粒
子ビームを走査することによって得られる画像の中で、所定の条件を満たす画素に相当す
る試料上の部位、或いは当該試料上の部位を含む領域に、前記荷電粒子ビームが選択的に
走査されるように、前記走査偏向器を制御することを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記制御装置は、前記フレーム数ｍ以降のフレームで、前記荷電粒子ビームの選択的走
査を実行することを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記制御装置は、前記複数のフレーム数ｎの信号を積算して画像信号を生成することを
特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記制御装置は、前記フレーム数ｍの走査によって得られた画像の中で、信号量が所定
値以上の画素に相当する試料上の部位、或いは当該試料上の部位を含む領域に、前記荷電
粒子ビームが選択的に走査されるように、前記走査偏向器を制御することを特徴とする荷
電粒子線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は荷電粒子線装置に係り、特にビームの走査条件を適正に設定することができる
荷電粒子線装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体パターンの微細化に伴い、僅かな形状差がデバイスの動作特性に影響を及ぼすよ
うになり、形状管理のニーズが高まっている。そのため、半導体の検査・計測に用いられ
る走査電子顕微鏡（ＳＥＭ：Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐ
ｅ）には、高感度、高精度が従来に増して求められるようになっている。ＳＥＭでは、試
料に電子線を照射した際に、試料から放出される２次電子を検出して表面の形状を観察し
ている。この際、検出される２次電子はエネルギーが低く、試料の帯電の影響を受け易い
。近年のパターンの微細化やｌｏｗ－ｋなどの低誘電率材料の使用によって、帯電の影響
が顕在化し、管理が必要となる場所の信号を捉える事が困難な場合が出てきている。また
、パターンの中には、ビーム照射によってシュリンクするものもあり、適正な照射条件の
設定が求められている。
【０００３】
　特許文献１には、フレーム積算時に、特定のパターンへの選択的走査と、当該特定パタ
ーンと、特定パターン以外の領域を含む領域の走査によって得られた画像信号を積算して
画像を形成する電子顕微鏡が開示されている。また、特許文献２には、パターンエッジの
ような部分に選択的に走査領域を設定してビーム走査を行うことによって、画像を形成す
る電子ビーム装置が開示されている。特許文献３には、電子ビーム画像からパターンの形
状を特定し、当該パターンのエッジに垂直になるように、電子ビームの走査方向を制御す
る手法が説明されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２７２３９８号公報
【特許文献２】特開２０１３－１８５８５２号公報
【特許文献３】ＵＳＰ６，８７９，７１９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１や特許文献２に開示されているように、走査領域を制限することによって、
単位面積当たりのビーム照射量を減らすことができ、結果として帯電やシュリンク等の発
生を抑制することが可能となる。しかしながら、パターンの出来栄えによっては、予定し
た位置にパターンやパターンのエッジが形成されていない可能性がある。その結果、範囲
を狭めた走査領域の位置と、所望の測定対象との位置が異なり、測定に失敗する可能性が
ある。特許文献１、２共に、トータルのビーム照射量を減らすことにより、帯電やシュリ
ンクの抑制を行うことができるものの、走査領域の位置と測定対象の位置が異なる可能性
があることまでは考慮されていない。また、特許文献３の手法では、パターン形状を特定
するためのビーム走査と、電子ビームの走査方向を制御した走査を別に行う必要があるた
め、ビーム照射量が増加する。
【０００６】
　以下に走査範囲を制限してビーム走査を行う場合であっても、測定対象の位置と走査領
域の位置を正確に合わせることによって、ビーム照射量の抑制と高い測定成功率の維持の
両立の実現を目的とする荷電粒子線装置について説明する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための一態様として、以下に荷電粒子源から放出された荷電粒子ビ
ームを走査する走査偏向器と、前記荷電粒子ビームの走査に基づいて得られる荷電粒子を
検出する検出器と、所定のフレーム数ｎの選択に基づいて、前記走査偏向器を制御する制
御装置を備えた荷電粒子線装置であって、前記制御装置は、前記フレーム数ｎより小さい
フレーム数ｍ（ｍ≧１）分、前記荷電粒子ビームを走査することによって得られる画像の
中で、所定の条件を満たす画素に相当する試料上の部位、或いは当該試料上の部位を含む
領域に、前記荷電粒子ビームが選択的に走査されるように、前記走査偏向器を制御する荷
電粒子線装置を提案する。
【発明の効果】
【０００８】
　上記構成によれば、ビーム照射量の抑制と高い測定成功率の維持の両立の実現が可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】走査電子顕微鏡の概要を示す図。
【図２】画素単位でビームの照射条件を記憶する座標メモリの概要を示す図。
【図３】走査領域の制限処理を伴う画像積算工程を示すフローチャート。
【図４】走査領域の制限処理工程を示すフローチャート。
【図５】走査領域制限処理の概要を示す図。
【図６】走査領域制限処理の概要を示す図。
【図７】ビーム走査条件を設定するＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　ＵｓｅｒＩｎｔｅｒｆ
ａｃｅ）画面の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、荷電粒子線装置の１種である走査電子顕微鏡（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ：ＳＥＭ）の概要を示す図である。電子源１０１から引出
電極１０２によって引き出され、図示しない加速電極によって加速された電子ビーム１０
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３は、集束レンズの一形態であるコンデンサレンズ１０４によって、絞られた後に、走査
偏向器１０５により、試料１０９上を一次元的、或いは二次元的に走査される。電子ビー
ム１０３は試料台１０８に内蔵された電極に印加された負電圧により減速されると共に、
対物レンズ１０６のレンズ作用によって集束されて試料１０９上に照射される。
【００１１】
　電子ビーム１０３が試料１０９に照射されると、当該照射個所から二次電子、及び後方
散乱電子のような電子１１０が放出される。放出された電子１１０は、試料に印加される
負電圧に基づく加速作用によって、電子源方向に加速され、変換電極１１２に衝突し、二
次電子１１１を生じさせる。変換電極１１２から放出された二次電子１１１は、検出器１
１３によって捕捉され、捕捉された二次電子量によって、検出器１１３の出力が変化する
。この出力に応じて図示しない表示装置の輝度が変化する。例えば二次元像を形成する場
合には、走査偏向器１０５への偏向信号と、検出器１１３の出力との同期をとることで、
走査領域の画像を形成する。また、図１に例示する走査電子顕微鏡には、電子ビームの走
査領域を移動する偏向器（図示せず）が備えられている。この偏向器は異なる位置に存在
する同一形状のパターンの画像等を形成するために用いられる。この偏向器はイメージシ
フト偏向器とも呼ばれ、試料ステージによる試料移動等を行うことなく、電子顕微鏡の視
野位置の移動を可能とする。イメージシフト偏向器と走査偏向器を共通の偏向器とし、イ
メージシフト用の信号と走査用の信号を重畳して、偏向器に供給するようにしても良い。
【００１２】
　なお、図１の例では試料から放出された電子を変換電極にて一端変換して検出する例に
ついて説明しているが、無論このような構成に限られることはなく、例えば加速された電
子の軌道上に、電子倍像管や検出器の検出面を配置するような構成とすることも可能であ
る。また、ＳＥＭ１００内には図示しないブランキング用偏向器が設置されている。ブラ
ンキング偏向器はビームをビーム光軸外に偏向することで、試料に対するビーム照射を遮
断する機構であり、後述する座標メモリに記憶された動作パラメータに従って制御される
。
【００１３】
　なお、本実施例では、走査偏向器１０５として静電式の偏向器を採用している。電磁式
の偏向器と比較して、高速な走査が可能である。なお、高速走査が要求されないのであれ
ば、電磁式の偏向器を用いるようにしても良い。
【００１４】
　制御装置１２０は、走査電子顕微鏡の各構成を制御すると共に、検出された電子に基づ
いて画像を形成する機能や、ラインプロファイルと呼ばれる検出電子の強度分布に基づい
て、試料上に形成されたパターンのパターン幅を測定する機能を備えている。また、制御
装置１２０内には、主にＳＥＭの光学条件を制御するＳＥＭ制御装置と、検出器１１３に
よって得られた検出信号の信号処理を行う信号処理装置が含まれている。ＳＥＭの制御装
置は、ビームの走査条件を制御するための走査制御装置が含まれており、走査制御装置は
図２に例示するような座標メモリに記憶された情報に基づいて、ビーム走査を実行する。
座標メモリ２００には、アドレス毎に、時間データ、Ｘ座標データ、Ｙ座標データ、動作
パラメータ、取込みイネーブルデータが格納されている。メモリの「時間」に入力される
データは、各アドレスでの照射時間や到達時間等であり、画素単位での設定が可能となっ
ている。また、ビームの動作パラメータ（ブランキングのオンオフ、方向等）も画素単位
での設定が可能であり、画素単位での照射時間（走査時間）、ブランキングオンオフ等の
制御が可能となっている。各アドレスは画素に対応する。タイマによって座標メモリの時
間データが読み出され、アドレスカウンタのカウントアップにより、座標メモリから、１
座標データを１単位として、データが読み出される。アドレスカウンタの更新時間は、座
標単位で変更することができる。ブランキングイネーブルデータは、１次電子線のブラン
キングを座標単位で制御する。また、取込みイネーブルデータは、信号処理装置内に含ま
れる画像メモリへの書込みを制御する。
【００１５】
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　画像メモリは、例えば１０２４×１０２４の画素で、深さ方向に２５６段階の階調を記
憶することが可能なメモリである。ＳＥＭ制御装置から出力される信号に基づいて、各ア
ドレス（画素）に対する信号の書き込みを実施する。画像メモリのメモリ位置に対応した
アドレス信号を、ビームの照射位置に同期させることによって、ビームの照射位置と書き
込み座標を一致させる。アドレスに対応して読み出された信号は、Ｄ－Ａ変換器でデジタ
ルからアナログに変換され、像表示装置の輝度変調入力となる。制御装置１２０では、複
数回の走査に基づいて得られた画像データを積算する積算処理が行われる。積算処理は例
えば画素毎に複数のフレームによって得られる信号を加算平均することによって行う。
【００１６】
　制御装置１２０は、座標メモリ２００に入力された情報に基づいて、下記のような制御
を実行する。
【実施例１】
【００１７】
　本実施例は、例えば走査型電子顕微鏡といった荷電粒子線装置において、Ｓ/Ｎ比のよ
い観察画像を得るための１次電子ビームの走査領域を、観察画像の取得過程で視野範囲内
の測長や観察に必要な所望のパターンのみに限定していき、視野範囲内における所望のパ
ターン以外の領域の１次電子ビームの照射量を抑制し、パターンのシュリンクを抑えるこ
とを特徴とする。
【００１８】
　そのため、観察画像を取得する際に、その過程の画像内から所望パターンと同等の信号
量を持つ領域を抽出し、その領域或いは領域の周辺近傍のみを以降の走査対象の領域とす
ることで、スキャン領域を制限する。これを繰り返しながら、所望パターンの観察画像を
取得することを特徴とする。
【００１９】
　上述のような構成によれば、観察画像を取得する際に、その過程の画像内から所望パタ
ーンと同等の信号量を持つ領域を抽出し、その領域或いは領域の周辺近傍のみを以降の走
査対象の領域とすることにより、スキャン領域を制限する。また、前記スキャン領域の制
限を、観察画像の取得が完了するまで繰り返すことにより、継続的に１次電子ビームの照
射量を抑制しながら、Ｓ/Ｎ比のよい視野範囲内の所望のパターンの観察画像を取得でき
る。
【００２０】
　図３は、積算画像の形成工程を示すフローチャートである。後述する処理は、例えば制
御装置１２０内に内蔵された記憶媒体に記憶された動作レシピに従って実行される。
【００２１】
　まず、試料台１０８上に試料１０９を搬入する（ステップ３０２）。試料室１０７は高
真空が維持されているため、図示しない予備排気室によって、試料が存在する雰囲気を真
空状態とした後、試料を試料室に導入する。次に、試料１０９のビーム照射位置に、電子
源１０１から放出される電子ビーム１０３が照射されるように、試料台１０８を駆動する
（ステップ３０３）。次に、動作レシピに記憶された装置条件に基づいて、積算枚数であ
るフレーム数ｎや走査領域の制限方式などの条件を設定する。
【００２２】
　制御装置１２０は、設定された装置条件に基づいたビーム走査を行うよう走査偏向器１
０５を制御すると共に、走査によって得られた検出信号に基づく信号を、図２に例示した
座標メモリに記憶されたイネーブルデータに基づいて、フレームメモリに書き込む（ステ
ップ３０４、ステップ３０５）。例えばこの段階では全てのアドレスのイネーブルデータ
は、メモリへの書き込みを許容する設定となっている。このように書き込まれたデータに
基づいて形成される画像について、後述するような分析を実行する。
【００２３】
　ステップ３０７では、ｍ（１≦ｍ＜ｎ）フレームまで蓄積された情報を用いて走査領域
の制限をする。ここでフレーム数ｎは、所望の測定に要するＳＮを得るに足るように設定
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されるものであり、走査電子顕微鏡の動作レシピの設定項目として設定し、当該設定条件
に基づいて、制御装置１２０は、フレーム数分のビーム走査を実行する。本処理の詳細に
ついては後述する。ステップ３０８、３０９では、走査領域が制限された状態でビーム走
査を実行し、選択された領域のビーム走査と、選択されたアドレスへのデータの書き込み
を実行することによって、画像を形成する。この処理は、一定フレームの間隔Δｆ(１≦
Δｆ＜ｎ)で実施し、このフレームの間隔は、操作者が指定することもできる。
【００２４】
　以上のようにして形成された画像データは、所定の記憶媒体に記憶され、パターンの測
定や検査に供される。画像取得後は、試料室１０７から試料を搬出し、当該試料に対する
測定、検査を終了する（ステップ３１０）。
【００２５】
　図４は、図３のステップ３０７で行われる走査領域制限処理の具体的な工程を示すフロ
ーチャートである。まず、所定フレーム数（ｍ）の走査によって得られた画像データを取
得する（ステップ４０２）。次に、各ピクセルの信号データを取得し、信号量が所定の条
件を満たすか否かの判定を行う（ステップ４０３～４０５）。本例の場合、信号量が所定
値以上あるか否かを判定する。例えば、ｍフレームまでに蓄積された信号量の情報から、
ピクセル(Ｘ，Ｙ)の信号量の情報を取り出し、ピクセル(Ｘ，Ｙ)の信号量が、指定してい
た信号量の閾値ｓｔを超えている場合は、当該ピクセルを後のフレームの走査個所として
設定する。より具体的には、ピクセル（Ｘ，Ｙ）の信号量が閾値ｓｔを超えている場合に
は、図２に例示した座標メモリの対応するアドレスについて、時間、動作パラメータ、及
びイネーブルを設定する。ピクセル（Ｘ，Ｙ）は、ビーム照射を行い、信号を取得する画
素であるため、適正な照射時間、ブランキングオフ、及び書き込み処理を行うよう座標メ
モリを設定する。
【００２６】
　一方、所定の条件を満たさなかったピクセルにはビームを照射しないため、ブランキン
グオン、及び書き込み処理を行わない設定となるよう、座標メモリを更新する。
【００２７】
　なお、信号量の閾値ｓｔは、信号量の値、例えば輝度値を設定する方法や、画像全体で
の信号量の上位何パーセントと言った割合での指定が可能である。本値は所望のパターン
のテンプレート画像から自動で算出する方法や、ユーザが閾値を数値で指定することもで
きる。
【００２８】
　以上の処理を行うことによって、ピクセル(Ｘ，Ｙ)を次フレーム以降の走査対象とする
。図３に示すとおり、観察画像の取得において、フレーム毎にステップ３０６、３０７を
繰り返すことで、視野領域内の走査中に、ノイズ等で信号量が上がってしまった部分が、
スキャン領域から除外されていくことでよりＳ／Ｎの高い像を取得することができる。
【００２９】
　また、積算フレーム数は、電子顕微鏡の操作者が要求する画像の画質によって決められ
るものである。フレーム数が多い程、信号量が増大する一方、過剰なビーム照射は、試料
帯電等を誘発する。よって、測定等の要求精度を満たすと共に、不要なビーム照射を行わ
ないように適正なフレーム数を設定する必要がある。本実施例によれば、信号量が多い個
所は所定のフレーム数での走査が可能となるため、エッジ部分等、パターンの寸法測定の
際に測定基準となる部位の信号量は要求仕様を満たすことができ、測定等に直接必要のな
いエッジ以外の部分等の照射量のみ抑制することが可能となるため、要求仕様に沿った高
精度測定と、ビーム走査によって発生する帯電やシュリンクの抑制の両立が可能となる。
【００３０】
　図７は、操作者が、視野範囲内の走査制限に関する設定を行う際に使用するＧＵＩの一
実施例である。ＧＵＩ７００は、制御装置１２０内の画像処理装置にインストールされて
おり、起動命令に従って、図示しない表示装置にＯＳＤ表示される。本実施例では、ＧＵ
Ｉ７００は、画像表示領域７１０と、走査領域制限部７２０、信号量取得部７４０、スキ
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ャンボタン７５０から構成される。
【００３１】
　画像表示領域７１０は、予め取得した所望のパターンのテンプレート画像や、視野範囲
内を走査した際に取得した画像が表示される。操作者は、画像処理装置の入力装置を用い
て、画像表示領域７１０内に表示される、信号量取得カーソル７１１のリサイズ及び移動
ができるようになっている。
【００３２】
　走査領域制限部７２０は、走査領域を制限するスキャンを実行する際の設定値を入力す
る機能を持っている。ＳｃａｎＦｒａｍｅ設定テキストボックス７２１には、スキャン実
行のフレーム数ｎを設定できるようになっている。制限開始Ｆｒａｍｅ設定テキストボッ
クス７２２は、走査領域の制限を開始するフレーム数ｍを設定できるようになっている。
Ｆｒａｍｅ間隔設定テキストボックス７２３は、図３のステップ３０６、３０７の処理を
実行する間隔のフレーム数Δｆを設定できるようになっている。信号量の閾値設定エリア
７２４では、信号量の閾値ｓｔが設定できるようになっている。信号量設定切換えラジオ
ボタン７２５では、信号量の閾値ｓｔを信号量で設定するか、画像表示領域７１０に表示
している画像全体の信号量の上位何パーセントのような割合で設定するのかを選択するこ
とができるようになっている。また、走査領域決定のアルゴリズム設定部７２８では、次
フレーム以降の走査領域をどのように決定するかを設定できるようになっている。
【００３３】
　信号量取得量設定部７４０は、画像表示領域７１０に表示されている画像から、指定し
た領域の信号量を取得し、表示する機能を持っている。カーソル表示／非表示ボタン７４
１では、画像表示領域７１０内の信号量取得カーソル７１１を表示／非表示の制御ができ
るようになっている。信号量表示形式切換えラジオボタン７４３は、取得した信号量の情
報の表示形式を、信号量で表示するか、画像表示領域７１０に表示している画像全体の信
号量の上位何パーセントのような割合で表示するのかを選択することができるようになっ
ている。信号量読込みボタン７４２は、画像表示領域７１０内の信号量取得カーソル７１
１に囲まれた領域の信号量の読込みを実行できるようになっており、読込んだ信号量は、
信号量表示形式切換えラジオボタン７４３で選択された内容に合わせて、最小値を最小信
号量テキストボックス７４４に、最大値を最大信号量テキストボックス７４５に表示する
。
【００３４】
　スキャンボタン７５０は、走査領域制限部７２０に設定した内容を基に、視野領域内の
走査の実行ができるようになっている。
【実施例２】
【００３５】
　この実施例は、実施例１における図４のステップ４０６の処理に対して、ｍフレームと
ｍ＋Δｆフレーム間でドリフトが発生した場合にも、観察対象を次フレーム以降の走査対
象にするものである。ピクセル(Ｘ，Ｙ)のｍフレーム以降の走査領域をのみとした場合、
ｍフレームとｍ＋Δｆフレーム間で何らかの原因でドリフトが発生し、観察対象の位置が
オフセットしてしまった場合に、ｍ＋Δｆフレームでの走査時には、パターンが走査領域
外になってしまう可能性がある。これに対して、ステップ４０６で走査対象に指定するピ
クセルを図５に示すように、ピクセル(Ｘ，Ｙ)と周囲８近傍のピクセル｛(Ｘ－１，Ｙ－
１) (Ｘ－１，Ｙ) (Ｘ－１，Ｙ＋１) (Ｘ，Ｙ－１) (Ｘ，Ｙ＋１) (Ｘ＋１，Ｙ－１) (Ｘ
＋１，Ｙ) (Ｘ＋１，Ｙ＋１)｝を走査対象として設定することで対応することができる。
また、走査対象にするピクセルは、ピクセル(Ｘ，Ｙ)と４近傍｛（Ｘ－１、Ｙ）（Ｘ、Ｙ
－１）（Ｘ，Ｙ＋１）（Ｘ＋１,Ｙ）｝などを用いても良くこの限りではない。
【００３６】
　図７のＧＵＩにおいては、このような走査領域を決定するアルゴリズムを設定するため
の項目として、走査領域アルゴリズムラジオボタン７２９を備えており、閾値内のピクセ
ルのみ、閾値内のピクセル＋４近傍、閾値内のピクセル＋８近傍、その他から選択するこ
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とができるようになっている。
【００３７】
　加えて、走査領域の制限処理の時間を短縮する場合には、図６に示すように、走査方向
のみの近傍を取得し、信号量の閾値ｓｔを越えている前後のみを走査領域に設定する方法
もある。また、図６においても、例えば、前後の１ピクセルを含むことで、ドリフトに対
応することができる。本方式は、走査方向と直交となるパターンの場合には特に有効であ
る。図７のＧＵＩにおいては、走査領域アルゴリズムラジオボタン７２９の選択項目とし
て、「その他」を選択した場合には、走査領域の決定方法をユーザが作成した任意のアル
ゴリズムや基準で実行することができるようになっている。任意のアルゴリズムを読込む
際には、アルゴリズム読込みボタン７３０を利用して読込めるようになっている。
【実施例３】
【００３８】
　この実施例は、実施例１、２の図４のステップ４０５の処理に対して、観察したいパタ
ーンが必ずしも信号量の多いものとは限らないという課題に対して、走査領域を決定する
信号量を閾値ｓｔではなく、信号量の範囲（ｓｒｍｉｎ，ｓｒｍａｘ）として持つことで
課題を解決するものである。ステップ４０５の処理において、予め指定していた信号量の
範囲（ｓｒｍｉｎ，ｓｒｍａｘ）内であるかを判定し、範囲内の場合にのみステップ４０
６の処理を実施するものである。例えば、生成した画像に対して、後工程でブライトネス
・コントラスト調整といった画像処理などを実施する場合に、信号量の大きい部分に合わ
せて調整してしまうことが無いため、本方式が効果的である。図７のＧＵＩにおいては、
信号量の閾値設定エリア７２４の中で、信号量の範囲を設定する場合に、信号量の閾値Ｍ
ｉｎｉｍｕｍ設定テキストボックス７２６に最小値を、信号量の閾値Ｍａｘｉｍｕｍ設定
テキストボックス７２７に最大値をそれぞれ設定することができるようになっている。
【実施例４】
【００３９】
　この実施例は、ｎフレーム目の走査領域の情報を輪郭線情報または、輪郭線情報を出力
するための情報として利用するものである。ｎフレーム目の走査領域は、予め指定してい
た閾値に近い領域のみとなる。例えば、予め指定していた閾値が信号量の多い値の場合、
スキャン領域は所望パターンの輪郭線情報に近くなる。この情報を図３のステップ３０９
の観察画像の取得と合わせて出力する。
【００４０】
　以上、上述の実施例は、荷電粒子線装置に係り、試料の測長や構造の観察に適用される
走査型電子顕微鏡を例にその実施の形態について具体的に説明したが、上述の実施例に限
定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまで
もない。
【符号の説明】
【００４１】
　１０１　電子源
　１０２　引出電極
　１０３　電子ビーム
　１０４　コンデンサレンズ
　１０５　走査偏向器
　１０６　対物レンズ
　１０７　試料室
　１０８　試料台
　１０９　試料
　１１０　電子
　１１１　二次電子
　１１２　変換電極
　１１３　検出器
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　１２０　制御装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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